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予
約
制
に
よ
る
年
金
相
談
の

ご
案
内（
栃
木
年
金
事
務
所
）

　
栃
木
年
金
事
務
所
で
は
、
予

約
制
に
よ
る
年
金
相
談
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

相
談
時
間　
月
曜
日
（
休
日
明

け
初
日
）:

８
時
30
分
～
18
時

／
火
曜
日
か
ら
金
曜
日:

８
時

30
分
～
16
時
／
第
２
土
曜
日:

９
時
30
分
～
15
時

※
代
理
の
方
（
配
偶
者
や
ご
家

族
含
む
）
に
よ
る
ご
相
談
の
場

合
に
は
、委
任
状
が
必
要
で
す
。

予
約
方
法　
相
談
希
望
日
１
か

月
前
か
ら
可
能
。
予
約
受
付
の

際
に
、基
礎
年
金
番
号
、氏
名
、

電
話
番
号
、
相
談
内
容
を
確
認

し
ま
す
。

※
予
約
状
況
に
よ
り
、
希
望
日

時
を
調
整
す
る
場
合
あ
り
。

電
話
受
付
時
間:

平
日
８
時
30

分
～
17
時
（
12
月
29
日
～
１
月

３
日
を
除
く
）

問 

日
本
年
金
機
構　

予
約
受

付
専
用
電
話

　
　
☎
０
５
７
０

（05）
４
８
９
０

栃
木
年
金
事
務
所

　
　
　
　
　
☎ 

（22）
４
６
９
７

10
月
７
日
～
13
日
は
行
政
相

談
週
間
で
す

　
行
政
相
談
と
は
、
道
路
や
河

川
の
整
備
、
税
金
、
年
金
、
そ

の
他
国
や
県
、
市
役
所
等
で

行
っ
て
い
る
仕
事
に
対
す
る
苦

情
や
意
見
・
要
望
を
聴
き
、
そ

の
声
を
解
決
・
改
善
に
役
立
て

る
も
の
で
す
。

　
日
ご
ろ
、
皆
さ
ん
の
身
近
な

と
こ
ろ
で
、
行
政
と
の
パ
イ
プ

役
と
し
て
、
相
談
を
受
け
活
躍

し
て
い
る
方
が
、
行
政
相
談
委

員
で
す
。
市
役
所
な
ど
の
相
談

所
で
定
期
的
に
相
談
を
受
け
て

お
り
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

市
内
イ
ベ
ン
ト
で
啓
発
活
動
を

行
い
ま
す

10
月
20
日
（
日
）　

藤
岡
文
化

会
館
前
駐
車
場
（
藤
岡
ふ
く
し

ま
つ
り
）、
遊
楽
々
館　

岩
舟

健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
岩
舟
健

康
福
祉
ま
つ
り
）
／
10
月
27

日
（
日
）　

と
ち
ぎ
山
車
会
館

前
広
場
（
と
ち
ぎ
協
働
ま
つ
り

２
０
１
９
）／
11
月
17
日（
日
）

産
文
通
り
線
・
都
賀
文
化
会
館

周
辺
（
ま
る
ま
る
ま
る
ご
と
つ

が
ま
つ
り
）／
11
月
23
日（
土
）　

大
平
運
動
公
園
（
お
お
ひ
ら
産

業
祭
）
／
12
月
８
日
（
日
）
道

の
駅
に
し
か
た
（
ど
田
舎
に
し

か
た
祭
り
）

問 

市
民
生
活
課
☎

（21）
２
１
２
１

家
屋
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

令
和
元
年
（
２
０
１
９
年
）

中
に
新
築
（
ま
た
は
増
築
）
し

た
建
物
に
対
し
て
、
令
和
２
年

度
か
ら
固
定
資
産
税
な
ど
が
課

税
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

新
築
（
ま
た
は
増
築
）
の
建
物

に
対
し
て
職
員
が
訪
問
し
、
調

査
し
ま
す
。
調
査
時
間
は
１
戸

あ
た
り
30
分
～
１
時
間
程
度
で

す
。

　
な
お
、
床
面
積
・
構
造
に
関

わ
ら
ず
、
物
置
や
車
庫
な
ど
も

課
税
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

問 

資
産
税
課
☎

（21）
２
２
７
１

建
物
の
新
築
・
増
築
・
取
壊
・

用
途
変
更
連
絡
の
お
願
い

　
固
定
資
産
税
や
都
市
計
画
税

は
、
毎
年
１
月
１
日
を
基
準

日
（
賦
課
期
日
）
と
し
て
、
課

税
し
て
い
ま
す
。
令
和
元
年

（
２
０
１
９
年
）
中
に
建
物
を

新
築
・
増
築
・
取
壊
（
滅
失
）・

用
途
変
更
し
た
場
合
に
は
、
令

和
２
年
度
か
ら
税
額
が
変
更
に

な
り
ま
す
。

　
建
物
の
不
動
産
登
記
を
変
更

し
て
い
な
い
場
合
や
登
記
し
て

い
な
い
建
物
に
変
更
が
あ
っ
た

場
合
は
、
資
産
税
課
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。
な
お
、
登
記
し

て
あ
る
建
物
の
名
義
変
更
は
法

務
局
へ
の
申
請
が
必
要
で
す
。

問 

資
産
税
課
☎

（21）
２
２
７
１

市
税
等
の
納
付
は
安
心
・
便

利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く

だ
さ
い

受
付
窓
口　

市
役
所
本
庁
舎
、

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
、
各

支
所
・
出
張
所
、
取
扱
金
融
機

関
（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
は
直
接
最

寄
り
の
郵
便
局
へ
申
込
み
）

用
意
す
る
も
の　
通
帳
、
届
出

印利
用
で
き
る
金
融
機
関　
市
内

に
店
舗
の
あ
る
金
融
機
関
及
び

三
井
住
友
銀
行
（
す
べ
て
の
本

支
店
が
利
用
可
）

口
座
振
替
の
開
始　
申
込
日
の

翌
月
末
以
降
の
納
期
か
ら

問 

収
税
課　
☎

（21）
２
７
６
７

献
血
に
ご
協
力
を

　
命
を
救
え
る
身
近
な
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
「
献
血
」
に
ご
協
力
く

だ
さ
い
。

日
時　

10
月
４
日
（
金
）　

10

時
～
11
時
45
分
、
13
時
～
16
時

場
所　
栃
木
市
役
所
本
庁
舎
３

階　
正
庁

対
象　
16
歳
～
69
歳
の
方
。
た

だ
し
、
65
歳
以
上
の
方
に
つ
い

て
は
60
歳
～
64
歳
ま
で
に
献
血

経
験
が
あ
る
方
に
限
る

内
容　
２
０
０
㎖
、
４
０
０
㎖

献
血
の
み
。
所
要
時
間:

20
～

30
分
程
度

問 

健
康
増
進
課
☎

（25）
３
５
１
１

犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射

　
生
後
90
日
を
経
過
し
た
犬
に

は
、
生
涯
に
１
回
の
登
録
と
、

毎
年
１
回
の
狂
犬
病
予
防
注
射

が
法
律
で
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
飼
い
主
の
方
は
こ
の
機

会
に
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。
登

録
済
み
の
方
に
は
通
知
を
送
付

し
ま
す
の
で
、
当
日
お
持
ち
く

だ
さ
い
。
な
お
、
犬
が
病
気
等

で
注
射
を
受
け
る
こ
と
が
心
配

な
場
合
は
、
動
物
病
院
で
診
断

を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　
犬
が
死
亡
し
た
場
合
、住
所・

飼
い
主
が
変
わ
っ
た
場
合
は
、

問
合
先
の
窓
口
に
届
出
を
し
て

く
だ
さ
い
。

日
程
・
会
場　
別
表
の
と
お
り

料
金　
１
頭　
３
，
５
０
０
円　

（
お
つ
り
の
な
い
よ
う
に
お
願

い
し
ま
す
）

※
新
規
登
録
の
犬
は
、
別
に
登

録
手
数
料
３
，
０
０
０
円
が
か

か
り
ま
す
。

問 

環
境
課　
☎

（21）
２
１
４
１

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
窓
口

未
婚
の
児
童
扶
養
手
当
受
給

者
に
対
す
る
臨
時
・
特
別
給

付
金
が
あ
り
ま
す

　
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
（
支

給
金
額
が
あ
る
方
）
の
う
ち
、

法
定
婚
を
一
度
も
し
た
こ
と
が

な
い
受
給
者
に
対
す
る
臨
時
・

特
別
給
付
金
事
業
を
今
年
度
実

施
し
て
い
ま
す
。
ま
だ
、
手
続

き
が
済
ん
で
い
な
い
方
は
、
左

記
の
窓
口
に
て
受
付
を
し
て
い

ま
す
。

受
付
窓
口　
栃
木
地
域
に
お
住

ま
い
の
方:

子
育
て
支
援
課

（
市
役
所
本
庁
舎
２
階
）

大
平
・
藤
岡
・
都
賀
・
西
方
・

岩
舟
地
域
に
お
住
ま
い
の
方:

お
住
ま
い
の
地
域
の
総
合
支
所

市
民
生
活
課

対
象　
児
童
扶
養
手
当
受
給
資

格
者
の
う
ち
、
法
定
婚
の
な
い

方支
給
金
額　
１
７
，
５
０
０
円

※
お
子
様
が
何
人
い
て
も
一
律

提
出
期
限　

12
月
２
日
（
月
）

ま
で

問 

子
育
て
支
援
課

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
２
２
１

大
平
市
民
生
活
課

　
　
　
　
　
　
☎

（43）
９
２
０
２

藤
岡
市
民
生
活
課

　
　
　
　
　
　
☎

（62）
０
９
０
４

都
賀
市
民
生
活
課

　
　
　
　
　
　
☎

（29）
１
１
０
３

西
方
市
民
生
活
課

　
　
　
　
　
　
☎

（92）
０
３
０
９

岩
舟
市
民
生
活
課

　
　
　
　
　
　
☎

（55）
７
７
５
９

令
和
元
年
秋
季
全
国
火
災 

予
防
運
動
「
ひ
と
つ
ず
つ 

　
　

い
い
ね
！
で
確
認 

　
　
　
　
　
　

火
の
用
心
」

　
火
災
の
発
生
し
や
す
い
時
季

と
な
り
ま
す
。
火
の
元
に
は
十

分
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

期
間　
11
月
９
日
（
土
）
～
15

日
（
金
）

問 

消
防
本
部
予
防
課　

　
　
　
　
　
　
☎

（22）
０
０
７
２

あ
な
た
の
お
店
に
消
火
器
は

あ
り
ま
す
か
？

　
10
月
１
日
か
ら
、
火
を
使
用

す
る
す
べ
て
の
飲
食
店
に
消
火

器
の
設
置
が
義
務
と
な
り
ま
し

た
。
消
火
器
の
設
置
・
点
検
に

つ
い
て
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し

た
ら
、
消
防
本
部
ま
で
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 

消
防
本
部
予
防
課

　
　
　
　
　
　
☎

（22）
０
０
７
２

骨
髄
等
移
植
ド
ナ
ー
の
支
援

を
し
て
い
ま
す

　
市
で
は
骨
髄
等
の
移
植
の
推
進

や
ド
ナ
ー
登
録
の
推
進
の
た
め
、
骨

髄
等
を
提
供
し
た
方
（
ド
ナ
ー
）
及

び
ド
ナ
ー
を
雇
用
す
る
事
業
所
等

に
対
し
、
助
成
金
を
交
付
し
ま
す
。

助
成
を
受
け
る
場
合
、
骨
髄
等
の

提
供
の
完
了
日
か
ら
90
日
以
内
に

申
請
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

助
成
金
額

ド
ナ
ー
　
通
院
・
入
院
に
要
し
た

日
数
（
上
限
10
日
間
）
×
２
万
円

事
業
所　
通
院
・
入
院
に
要
し
た

日
数
（
上
限
10
日
間
）
×
１
万
円

対
象

ド
ナ
ー
　
骨
髄
等
を
提
供
し
た
日

に
栃
木
市
に
住
所
が
あ
る
／
骨
髄
バ

ン
ク
に
ド
ナ
ー
登
録
し
て
い
る
／
骨

髄
等
の
提
供
を
完
了
し
、
そ
れ
を
証

明
す
る
書
類
の
交
付
を
受
け
て
い
る

事
業
所　

ド
ナ
ー
を
雇
用
し
て

い
る
国
内
の
事
業
所
（
官
公
庁
、

独
立
行
政
法
人
を
除
く
）　

申
込　
問
合
先
ま
で

問 

健
康
増
進
課
☎

（25）
３
５
１
１

10
月
は
土
地
月
間
で
す

　
適
正
な
土
地
取
引
・
土
地
利

用
で
、
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
づ

く
り
を
推
進
し
ま
し
ょ
う
。

大
規
模
な
土
地
の
取
引
に
は
届

出
が
必
要
で
す
。

　
一
定
面
積
以
上
の
土
地
に
つ

い
て
売
買
な
ど
の
取
引
を
行
っ

た
場
合
、
国
土
利
用
計
画
法
に

基
づ
く
届
出
が
必
要
で
す
。

届
出
の
必
要
な
取
引
面
積

市
街
化
区
域
内　
２
，
０
０
０

㎡
以
上
／
そ
の
他　

５
，

０
０
０
㎡
以
上

※
個
々
の
面
積
は
小
さ
く
て
も
、

取
得
す
る
土
地
の
合
計
が
右
記

の
面
積
以
上
と
な
る
場
合
（
一

団
の
土
地
）
に
は
、
個
々
の
契

約
ご
と
に
届
出
が
必
要
で
す
。

届
出
の
必
要
な
取
引　

売
買
、

交
換
、
共
有
持
分
の
譲
渡
、
営

業
譲
渡
、
譲
渡
担
保
、
権
利
金

等
の
一
時
金
を
伴
う
地
上
権
、

賃
借
権
の
設
定
、
譲
渡
な
ど

届
出　

権
利
取
得
者
（
買
主
）

は
、
契
約
日
か
ら
２
週
間
以

内
（
契
約
日
を
含
む
）
に
、
土

地
売
買
等
届
出
書
等
一
式
を
１

部
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問 

都
市
計
画
課
☎

（21）
２
４
３
１

岩舟総合支所

西方総合支所

都賀総合支所

藤岡総合支所

大平総合支所

本庁

〒329-4392
　岩舟町静5133-1
☎55-7751
FAX55-4910

〒322-0692
　西方町本城1
☎92-0300
FAX92-2611

〒328-0192
　都賀町家中5982-1
☎29-1100
FAX28-0169

〒323-1192
　藤岡町藤岡1022-5
☎62-0900
FAX62-4625

〒329-4492
　大平町富田558
☎43-9205
FAX43-8818

〒328-8686
　万町9-25
☎21-2316
FAX21-2673

休日にお困りの時は
本庁日直☎（22）3535

 

お
知
ら
せ 

覚えのない請求、しつこい訪問販
売、電話勧誘、契約トラブルなどで困っ
たときは、栃木市消費生活センター☎
（23）８８９９または消費者ホットラ
インにご相談ください。
消費者ホットライン（局番なし）　
☎１８８( 悪質商法はイヤや！ )

犬の登録と狂犬病の予防注射　日程と会場
期　日 時　　間 会　　場

栃
木
地
域

10/11
（金）

9:00 ～ 9:30 大宮公民館
9:50 ～ 10:20 国府公民館
11:00 ～ 11:20 吹上公民館
11:40 ～ 12:00 皆川公民館

10/12
（土）

9:00 ～ 9:20 栃木南中学校　校舎北側
9:40 ～ 10:00 栃木西中学校　正門
10:40 ～ 11:00 寺尾公民館
11:30 ～ 12:00 総合運動公園　緑の家

岩
舟
地
域

10/6
（日）

8:45 ～ 9:00 小野寺地区公民館
9:10 ～ 9:25 小野寺ふれあい館
9:35 ～ 9:50 下津原公民館

10:00 ～ 10:20 岩舟公民館
10:30 ～ 10:45 芝宮公民館
10:50 ～ 11:05 静和地区公民館
11:20 ～ 11:50 岩舟総合支所駐車場

都
賀
地
域

10/10
（木）

9:00 ～ 9:40 大柿十文字公民館

10:00 ～ 10:40
都賀町バス倉庫（旧都賀町シ
ルバー人材センター事業所）

11:00 ～ 11:40 升塚公民館

藤
岡
地
域

10/24
（木）

9:00 ～ 9:30 部屋出張所

9:45 ～ 10:15 赤麻地区公民館

10:40 ～ 11:10 三鴨地区公民館

11:30 ～ 12:10 藤岡総合支所西側駐車場

大
平
地
域

10/24
（木）

9:00 ～ 9:20 東地区公民館

9:35 ～ 9:55 ゆうゆうプラザ

10:10 ～ 10:30 南地区公民館

10:45 ～ 11:05 隣保館

11:20 ～ 11:40 西地区公民館

11:55 ～ 12:15 大平勤労青少年ホーム

西
方
地
域

10/24
（木）

9:00 ～ 9:30 真名子夢ホール

9:50 ～ 10:20 西方総合支所  南側駐車場

10:40 ～ 11:10 西方総合文化体育館駐車場


